
中小企業投資促進税制の
対象資産に関する届出について

適用期間 ： 令和７年４月１日 ～ 令和９年３月３１日 （２年間）  

対象資産について、総トン数500トン以上の船舶にあっては、環境への負荷の低減に

資する設備の設置状況等を国土交通大臣に届け出たものに限定

※当該資産について、適用を受ける場合には、同適用を受ける事業年度の確定申告書に、国土交通大臣の上記届出があった旨を証する書類を添付する。

＜お問い合わせ先＞

国土交通省

海事局内航課

TEL:03-5253-8627
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